
長浜市告示第１２８号 

 

長浜市まちなか出店支援事業補助金交付要綱（令和５年長浜市告示第91号）の一部を次

のように改正する。 

 

  令和６年３月２５日 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

第２条第３号を次のように改める。 

(3) 町家 建築基準法（昭和25年法律第201号）の施行までに着工又は建築された木造

軸組工法の家屋で、伝統的建築様式を有するものをいう。 

第２条に次の３号を加える。 

(4) 出店者 次条に規定する補助対象となる事業（以下「補助事業」という。）完了後

に当該補助事業に係る遊休不動産において６か月以内に新規出店することができる者

をいう。 

(5) 物件所有者 遊休不動産の所有権を有する者をいう。 

(6) 仲介事業者 宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第２条第１項第３号に規

定される者で、物件所有者と出店者を仲介し、遊休不動産の活用を促進しようとする

ものをいう。 

第３条中「補助対象となる事業（以下「補助事業」という。）」を「補助事業」に改め、

同条ただし書を次のように改める。 

ただし、次に掲げる事業は、補助の対象としない。 

(1) 次条第３項に規定する補助対象となる区域（以下「補助対象区域」という。）内で

の移転であって、移転前の店舗が新たに遊休不動産となるもの 

(2) 補助対象経費が１００万円未満のもの 

第４条第１項中「補助事業完了後に補助対象となる物件において６か月以内に事業を開

始することができ」を「出店者」に改め、同条第２項中「補助対象となる区域（以下「補

助対象区域」という。）」を「補助対象区域」に改め、同条中第３項を第４項とし、第２

項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 補助事業に係る遊休不動産が町家であり、かつ、物件所有者又は仲介事業者が当該町

家の改修に係る経費の全部又は一部を負担する場合においては、当該物件所有者又は仲介

事業者も補助対象者となることができるものとする。 

第６条第１項中、「を上限」を削り、同項ただし書中「次に定める金額」を「当該額」

に、「補助上限額」を「補助金の額」に改め、同項各号を次のように改める。 

(1) ５９点以下 ０円 

(2) ６０点以上 １００万円 

(3) ８０点以上 １５０万円 

第６条第２項及び第３項を次のように改める。 

２ 補助事業に係る遊休不動産が町家である場合は、補助金を加算（以下「町家加算」と



いう。）するものとし、町家加算の額は当該町家の改修に係る経費の２分の１とし、２

００万円を上限とする。 

３ 前項の規定により町家加算の対象となる場合の補助金の額の算定方法及び交付を受け

る者は、第１項の規定にかかわらず別に定める。 

 第６条第４項中「第１項」の次に「、第３項及び第３条第１項第２号」を加え、「補助

上限額」を「補助金の額」に改め、同条に次の１項を加える。 

５ 第１項から第３項までの規定にかかわらず、補助金の額は予算の範囲内で市長が決定

する。 

第７条第１項にただし書として次のように加える。 

ただし、出店者に加えて物件所有者又は仲介事業者も補助金の交付を受けようとする

場合は、出店者が代表で応募するものとする。 

第８条中「応募書を提出した者」を「補助対象者」に改める。 

第９条第１項にただし書として次のように加える。 

ただし、出店者に加えて物件所有者又は仲介事業者も補助金の交付を受けようとする

場合は、出店者が代表で申請するものとする。 

第１０条第１項にただし書として次のように加える。 

ただし、出店者に加えて物件所有者又は仲介事業者も補助金の交付を受けようとする

場合は、出店者が代表で実績報告するものとする。 

様式第１号から様式第３号までを次のように改める。  



様式第１号（第７条関係） 

 



 



 



 



 



様式第２号（第９条関係） 

 



 



 



様式第３号（第10条関係） 

 



 



   附 則 

 この要綱は令和６年４月１日から施行する。 


